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新構成　※章及び節の名称は仮称です 現条文 新たに検討すべき条文（新規）例

前文 前文

・ 目的 目的 第１条
・ 定義 用語の定義 第２条
・ この条例の位置付け 条例の位置付け 第５条
・ 基本理念 基本理念 第３条
・ 自治の基本原則 自治の基本原則 第４条

第１節
・ 市民の権利及び責務 市民の権利 第８条、第１２条

市民の責務 第１３条
第２節
・ 市議会の役割及び責務 議会の役割 第３８条

議会の責務 第３９条
議員の責務 第４１条

第３節 ・参画と協働の推進
・ 市の役割及び責務 行政の役割と権限 第４２条

市の責務 第４３条 ・子どもの権利
市長の責務 第４４条
職員の責務 第４５条 ・事業者の役割及び責務

第１節 ・多文化共生・国際交流
・ 参画と協働 まちづくりにおける市の役割と責務 第１４条

情報共有 第６条、第７条、 ・総合計画
第１０条、第１１条の２

市民参加の制度保障 第１５条、第１６条 ・危機管理
条例制定における市民参加 第１８条
審議会等への市民参加 第１７条 ・国及び地方公共団体
市民投票 第１９条、第２０条 との関係
議会の情報共有と市民参加 第４０条

第２節 ・委任
・ 住民自治 住民自治の定義 第２１条

住民自治に関する市民の役割 第２２条 　　　　　　　　　　　　　など
住民自治に関する市の役割 第２３条
住民自治協議会 第２４条、第２５条、

第２６条、第２８条
住民自治協議会への支援 第２７条
地域振興委員会 第２９条、第３０条、第３１条
住民自治地区連合会 第３３条、第３４条、第３５条
住民自治活動を補完する機構 第３６条、第３７条

第１節
・ 行政運営 行政運営の方針 第４６条、第４７条、

第４８条、第４９条
出資法人等の情報公開 第９条
個人情報の保護 第１１条
意見等への対応 第５０条

第２節
・ 財務 財務 第５１条、第５２条、第５３条、

第５４条、第５５条
第３節
・ 評価 評価 第５６条、第５７条

・ この条例の見直し 条例の見直し 第５８条

・ 委任＜新規＞
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